
岐
重
無
四
三

指
定
番
号

号

外

一�
令

和

元

年

五

月

十

日

工
芸
技
術

種

目

郡
上
本
染
名

称

渡
邊

庄
吉

保

持

者

郡
上
市
八
幡
町
島
谷
七
三

七
番
地 住

所

目

次

告

示

○
岐
阜
県
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
の
指
定
の
解
除

(

文
化
伝
承
課)

一
ペ
ー
ジ

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
岐
阜
県
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
改
正

(

選
挙
管
理
委
員
会)

一

○
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
施
設
の
所
在
地
の
変
更

(

同

)

四

告

示

岐
阜
県
告
示
第
三
号

岐
阜
県
文
化
財
保
護
条
例(

昭
和
二
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
七
条
の
二
第
七
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
岐
阜
県
重
要
無
形
文
化
財
の
指
定
が
解
除
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
旨
告
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

指
定
を
解
除
さ
れ
た
岐
阜
県
重
要
無
形
文
化
財

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号

岐
阜
県
選
挙
執
行
規
程(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
元
年
五
月
十
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

( ) 令和元年５月10日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
元
年
五
月
十
日



第
四
十
七
条
中｢

参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名｣

の
下
に｢(

法
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
後
段
の

規
定
に
よ
り
優
先
的
に
当
選
人
と
な
る
べ
き
候
補
者
と
し
て
そ
の
氏
名
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位

が
参
議
院
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
及
び
当
選
人

と
な
る
べ
き
順
位)｣

を
加
え
る
。

別
記
第
二
十
号
様
式
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和元年５月10日 ( )２



( ) 令和元年５月10日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３



第
三
岐
阜
老
人
ホ
ー
ム

名
称

岐
阜
市
日
野
東
５
丁
目
１
番

１
号

変
更

後

岐
阜
市
北
一
色
７
丁
目
20番

１
号

変
更

前

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
元
年
五
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号

公
職
選
挙
法
施
行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号)

第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
施
設
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
所
在
地
の

変
更
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
旨
告
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
十
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

所
在
地
の
変
更

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和元年５月10日 ( )４

令
和
元
年
五
月
十
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


